
※配慮書 作成さ た場合 や に知事意見を述べ う努

長野県環境影響評価条例 新 長野県環境影響評価条例 旧

長野県環境影響評価条例 手 流 新旧比較

配
慮
書

手

配慮書 公告縦覧

民間事業者 実施す
第 種事業 努力義務

方法書 作成

方法書 公告縦覧
電子縦覧・説明会

対象外事業

月間

住民意見送付
【0日

知 事  意 見
公表

配慮書 作成

電子縦覧

環境保全 見地 住民意見

住民意見 概要 市 村長 意見
(公表)

改正部分

方
法
書

手

第

種
事
業

判
定
手

月間

縦覧期間内

知事による判定
公表

アセス不要

環境保全 見地 住民意見 縦覧期間＋ 週間

住民意見 概要 市 村長 意見
(公表)

知 事  意 見
住民意見送付

90日※
技術委員会

公表

第 種事業 第 種事業

技術委員会

公表

技術委員会
【0日以内

市 村長 意見

【0日以内

アセス必要 アセス不要 対象外事業

方法書 作成

第 種事業 第 種事業

アセス必要

月間

環境保全 見地 住民意見 縦覧期間＋ 週間

住民意見 概要

住民意見送付
90日

技術委員会

市 村長 意見知事による判定

方法書 公告縦覧

市 村長 意見

知 事  意 見

改正条例 施行日

○配慮書手 に係 部分 成28 10月 1日

○そ 以外 改正部分 成28 1月13日
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改正条例 施行日
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